




序   文 

 

福井県の県都である福井市の中心部は、かつての福井の城下町にほぼ該当します。明治以降

の人の営みにより市街地へと変貌し、かつての面影を探すことは困難となりました。現在では、

県庁舎などの敷地となる本丸の石垣と堀が、往時の痕跡を留める唯一のものとなっております。 

近年、中心市街地の再開発が活発化し、それに対応した発掘調査の成果により、福井城の様

相が徐々に明らかになりつつあります。これまでの発掘調査の折に開催しました現地説明会に

は、毎回大勢の方々がお見えになり、福井城に対する関心の高さが窺えます。 

このような中、市街地再開発の一翼を担う福井駅西口地下駐車場の建設事業が進められるこ

ととなり、それに先立って発掘調査を行いました。その後の遺物整理事業も終了し、ここに成

果を報告できる運びとなりました。 

おもな成果としまして、石垣の基礎の下から、一時期古い段階の石垣を確認したことが挙げ

られます。その古い石垣は、結城秀康による福井城築城当初の石垣である可能性があります。 

さらに、その石垣の下にも別の石垣を確認しました。これは、今では謎とされる北庄城の時

代の石垣であります。この石垣の背後に詰められた石の中には、丸岡城のものによく似た石瓦

がいくつも混じっておりまして、これらは柴田勝家による初期の北庄城に使用された瓦である

ことが推測されます。それらの中には瓦当の三つ巴紋に黒漆を塗ったものがあり、あるいは金

箔を接着した痕跡であることが考えられます。 

この他、これまで位置を特定できなかった奈良時代の官衙を示唆する成果や、古墳時代・縄

文時代の遺構・遺物が中心市街地の地下に広く展開することが窺える成果などが得られ、福井

城以前の様相を垣間見ることができるようになりました。 

今後、これらの資料が、福井城と市街地における埋蔵文化財に対する理解をより一層深める

手がかりとなること、そして、本書が、学術研究・郷土史研究・学校教育など、各方面で広く

活用されることをねがってやみません。 

最後に、発掘調査および整理事業の実施にあたり、多大なご協力とご配慮を頂きました地元

関係各位・諸関係機関に深く感謝して序の言葉とします。 
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例    言 

 

１．本書は、福井駅西口地下駐車場整備および特定交通安全施設等(二種)整備事業に伴い、平成 14～15 年度に発掘

調査を実施した福井城跡の発掘調査報告書である。なお、調査は福井駅西口地下駐車場整備事業を主たる原因と

するものであったため、副書名は「福井駅西口地下駐車場整備事業に伴う発掘調査」とした。 

２．福井城跡は、福井県福井市の市街地中心部に展開する周知の遺跡である。今回の発掘調査により、福井城跡の

下層に、それ以前の北庄城期をはじめとする中世や古代の遺構が良好に遺存することを確認した。福井城跡下層

の広い範囲に中世・古代等の遺構や遺物が展開することは、これまでの市街地における調査により確認されてい

る。しかし、「福井城跡」という城郭を営んだ近世の一時期のみを示す遺跡名で称するため、一般に複合遺跡で

あることが認識されていない。今回の調査により確認した遺構・遺物は、主に福井城築城以前の中世に属すもの

であるため、書名・遺跡名を福井城跡とすることに違和感を覚えた。これまで、城下を除く外堀の内側を遺跡の

範囲として、遺跡名もそのまま福井城跡としているが、福井城跡の下層に存在する遺跡を含め、改めて認識し直

すことが必要となってきた。未だ検討は尽くされておらず、今後十二分に考慮する必要がある。 

３．発掘調査は、福井県教育庁埋蔵文化財調査センターが福井県土木部道路保全課・福井土木事務所都市計画課か

らの依頼を受けて、本多達哉（当時、当センター主査）・河村健史（同）・御嶽貞義（当時、文化財調査員）・

野澤雅人（当時、嘱託職員）・荒田 恵（同）・北野 薫（同）・森本幹彦（同・東京大学大学院）・佐藤優子（嘱

託職員）を担当とし、平成 14年７月 17日～平成 15年 12 月 26日の期間に実施した。 

４．整理作業および報告書作成作業は、平成 17～19 年度に福井県教育庁埋蔵文化財調査センターが実施した。 

５．本書の執筆は、本多（主任）・河村（同）・青木隆佳（同）・御嶽（主査）・佐藤優子（嘱託職員）・釘谷 紀

（同）・立壁 肇（同）・長嶺 睦（同）が分担した。その分担は、目次および文末に付した。 

６．本書の編集は、御嶽が担当し、各執筆者および木村茉莉（嘱託職員）・村上裕也（同）が、これを補佐した。 

７．出土遺物のうち金属製品・石製品の図化・製図、土器・陶磁器の製図は、株式会社文化財サービスに委託し、

遺構図の製図等は、株式会社イビソクに委託した。図・観察表の校正は、各執筆者が各自の担当分を受け持った。 

８．本書掲載の写真は、遺構については各調査担当者が撮影し、遺物については土器・陶磁器・金属製品・石製品

を株式会社文化財サービスが、木製品を本多が、奈良時代の須恵器・土師器を釘谷が、その他を御嶽が撮影した。 

９．本書掲載の遺構測量図は、株式会社イビソク、株式会社サンワコンに委託し、作成されたものを一部改変して

使用した。また、立会調査の石垣測量図は、ジビル調査設計株式会社に委託し、作成されたものを一部改変して

使用した。なお、立会調査時において、中川倫宏氏（ジビル調査設計株式会社 技術第二部 測量士）には、業務

を超えた調査への作業協力を受けた。ここに記して謝意を表する。 

10．自然科学分析については、木製品の樹種同定と漆器の塗膜構造分析を、株式会社吉田生物研究所に依頼した。

分析結果報告については、附章として自然科学分析の章を設け、そこに掲載した。 

11．本書掲載の福井城下の絵図は、いずれも松平文庫資料（福井県立図書館保管）であり、平成 19 年９月 18 日付

で掲載の許可を得た。巻頭図版は、県立図書館より提供戴いた画像データをトリミングして使用した。挿図は、

トリミングのうえ一部加筆して使用した。なお、使用した資料は、以下の３点である。 

1319「御城下絵図」(寛文年間)・1320「福居御城下絵図」(貞享２年)・1342「御城下之図」(慶応年間) 

12．本書掲載の「紙本馬脅図六曲屏風」は福井県立歴史博物館資料である。百間堀周辺をトリミングして使用した。 

13．本書収録の遺物およびその他の資料は、すべて福井県教育庁埋蔵文化財調査センターの管理の下において保管

する。なお、中世の遺構№9-31 より出土した打刀は、株式会社京都科学に依頼して保存処理を施しており、安定

台・温湿度計を備えた透明な蓋のケースに納めてある。そのため、簡易な展示であれば耐え得るものと思われる。 



凡 例 

 

１．本遺跡は古代・中世・近世の複合遺跡である。このうち中世から近世については、度重なる造成・連続的な営

みが確認される。しかし、ここでは結城秀康の越前入国・北庄城の改築（いわゆる福井城の築城）、すなわち 17

世紀をもって近世とする。 

２．調査対象地は福井城の百間堀を跨ぐ位置であるが、石垣前面から数ｍ～５ｍ離れた堀内についてはボーリング

調査にての対応のみとされたため、調査区が大きく東西に分断された。それぞれを、百間堀西側調査区・百間堀

東側調査区として調査にあたった。しかし、「百間堀」は近世以降の名称であり、それ以前の調査区の名称とし

ては違和感を覚える。そのため、中世以前の場合には百間堀の前身である「吉野川」と呼び替えることとする。 

３．挿図の縮尺は、図表目次および挿図ごとに記した。 

４．挿図の計測単位はメートル法で表し、遺構および断面図中の標高は海抜高度で示した。 

５．挿図に使用した方位は、国土座標軸に基づく座標北を基本とするが、地形図等の方位については真北に拠る。 

６．遺構図における断面の位置や立面等の見通し位置は、「―」によって示した。 

７．断面図の土色は、小山正忠・竹原秀雄編 新版『標準土色帖』農林水産省農林水産技術会議事務局 監修・財団

法人日本色彩研究所 色票監修に拠る。 

８．遺物実測図の縮尺については、土器・陶磁器は１／３・１／４、木製品は１／３・１／４・１／６、石製品は

１／３・１／４・１／６、金属製品は１／３・１／４をそれぞれ基本とした。しかし、種別や個体の大きさによ

り、適宜これら以外の縮尺も使用した。 

９．遺物観察表の計測値は、土器・陶磁器等は口径・底径・器高、それ以外の遺物は高さ(縦)・幅(横)・厚さ(奥行)

を基本とした。また、計測箇所の比較的把握しやすいものも表中にそのまま記載した。特殊な器形や計測箇所の

煩雑なもの等についてのみ、以下に計測箇所を示した模式図を掲載する。 

 

 


















